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法律家管財人退任及び法律顧問就任のお知らせ 
 
 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は弊社の会社更生手続につきましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

債権者及びお取引先の皆様をはじめとする関係者各位には、会社更生手続申立

てにより多大なるご迷惑をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。 

 さて、弊社は本年３月に更生計画に基づく第２回弁済を予定通りに履行いたし

ました。皆様のご支援により弊社の業績も順調に推移いたしておりますことから、

本年４月４日付けをもって、法律家管財人である井窪保彦弁護士は法律家管財人

を退任して弊社の法律顧問に就任いたしましたので、お知らせ申し上げます。 

 弊社は、引き続き事業家管財人中洞好博の下に全従業員が一丸となって再建に

取り組んで参ります。関係者の皆様方におかれましては、引き続き倍旧のご支援

とご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

敬 具 

 

 


